精神科認定看護師　移行措置による受験希望の方へ

現行制度において単位取得中であり、平成20年度までに受験を希望する方は受講資格の申請する必要があります。期間内に申請がなかった場合は、単位が無効となりますので充分注意してください。なお、平成１６年度の看護師国家試験に合格した方については、平成21年度（平成22年１月）の受験が可能ですが、同様に申請が必要となるので必ず手続きを行ってください。

申請の際、旧制度のカリキュラムのまま単位を取得し受験するか、新制度のカリキュラムに移行して受験をするかどちらかを選択してください。

１．申請資格：

１）平成18年度末までに1単位以上の単位を取得している場合

受験年度の３月末日までに看護師経験が５年以上であり、そのうち精神科看護の経験が３年以上であり、平成20年度までに認定試験の受験を希望する者。

2） 平成16年度看護師国家試験に合格し、平成21年度に受験を希望の場合

平成21年度末までに看護師経験が5年以上であり、そのうち精神科看護の経験が3年以上である者のうち、平成18年度末までに1単位以上の単位を取得している者。
２．申請書類：「移行措置による単位取得申請書」（裏面参照）に必要事項を記載の上、提出する。
　　　　　　　裏面をコピーしてお使いいただいても構いません。

３．申 請 先：〒103-0002　東京都中央区日本橋馬喰町２－３－２　セントピアビル８階

　　　　　　  社団法人日本精神科看護技術協会　教育認定委員会宛
４．申請期間：平成１９年２月１日～２月末日（必着）

· 「移行措置による単位取得申請書」は、ホームページ（http://www.jpna.or.jp）よりダウンロードできます。また、「精神科認定看護師制度ガイドブック（12月1日発行予定）」にあります。

	精神科認定看護師制度ガイドブックの配布について
精神科認定看護師制度ガイドブックは、１２月に各会員施設に配布予定です。ホームページでも閲覧できるようにいたします。
また、個人で希望される方は、①氏名、②施設名、③会員番号、④送付先住所および宛先、⑤希望冊数を記載し、200円分の切手を同封の上、お申込み下さい。

申込み先　〒103-002　東京都中央区日本橋馬喰町２-3-2　セントピアビル８階

　　　　　　　　　社団法人日本精神科看護技術協会　認定ガイドブック係



　
移行措置による単位取得申請書
社団法人日本精神科看護技術協会　会長　殿
　私は、精神科認定看護師を移行措置により受験をいたしたく、申請いたします。
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	ふ　り　が　な
申請者氏名
	　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
	会員番号
	

	免　許　証
	種　　類
	登録年月日
	登　録　番　号

	
	
	　　　年　　月　　日
	

	カリキュラムの選択
（いずれかに○）
	現行制度での受験
	新制度での受験

	受験希望
分野・領域
（いずれか１つに○）
	1． 精神科救急・急性期看護
2． 精神科リハビリテーション看護
3． 思春期・青年期精神科看護
4． 老年期精神科看護
	【平成１９年度より】
1． ディスチャージマネジメント
2． 行動制限最小化看護
3． うつ病看護
4． 精神科訪問看護
5． 精神科薬物療法看護

【平成２０年度より】
6． 司法精神看護
7． 薬物・アルコール依存症看護
8． 精神障がい者老年期看護（予定）
9． 精神科身体合併症看護
10． 児童・思春期精神看護

	受験予定年度
（いずれかを○で囲む）
	　　平成19年度　　・　　平成20年度　　・　　（平成21年度）　　
　※平成16年度看護師国家試験合格者に限り平成21年度受験が可能。

	単位取得
見込み
（研修受講スケジュール見込み）
	


